
 

＜概要＞
  原子力発電所の定期検査（廃止措置中のものを除く）は、一定間隔で原子炉を停止して原子炉

及びその附属設備、蒸気タービン本体及びその附属設備など発電の用に供する電気工作物の健全
性を確認し、事故・故障の未然防止と拡大防止を図り、発電所が安定・安全運転し、安定した電
気の供給を行うことを目的に実施するものである。国の定期検査制度は、発電の用に供する電気
工作物（特定電気工作物）について事業者が原子炉を停止して行う定期事業者検査において、公
共の安全確保の面から特に重要な設備・機器（特定重要電気工作物）についての検査を国（原子
力安全・保安院）又は（独）原子力安全基盤機構が立会い又は記録確認等により実施するものと
なっている。この検査は電気事業法第54条の規程に基づき事業者に実施を義務づけ、定期検査の
間隔は、定期検査が終了した日以降13ヶ月を超えない時期、18ヶ月を超えない時期、24ヶ月を超
えない時期の3つの間隔について国が告示する。
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＜本文＞
 １．定期検査の目的

  原子力発電所（廃止措置中のものを除く）の定期検査は、一定間隔で原子炉を停止して原子炉
及びその附属設備、蒸気タービン本体及びその附属設備など発電の用に供する電気工作物のう
ち、公共の安全確保の面から特に重要な設備・機器（以下「特定重要電気工作物」という）につ
いて健全性を確認し、事故・故障の未然防止と拡大防止策を図り、発電所が安定・安全運転し、
安定した電気の供給を行うことを目的に実施するもので内容は以下のとおりである。

 （1）健全性の確認
  ・主要設備の運転性能や設定値等の機能の確認

  ・分解点検や漏えい検査による設備の健全性の確認
 （2）機能の維持 

  ・燃料など消耗品の定期的交換
  ・劣化に対する処置

  ・異常の早期発見と処置
 （3）信頼性の向上

  ・他の発電所で発生した事故・故障の類似箇所の点検・処置
  ・最新技術を導入した設備・機器への取替

  この検査は電気事業法第54条の規程に基づき事業者に実施を義務づけ、特定重要電気工作物が
工事認可申請及び電気事業法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準など、また、原子炉等
規制法に基づく原子炉設置許可内容に適合して維持、運用されていることを確認するものであ
る。

 ２．検査制度
  現行の検査制度は、平成15年10月に改革された検査制度を引き続き改善し、平成21年1月に保

全プログラムに基づく新たな検査制度を導入したものである（図１及び図２参照）。
  平成15年10月の改革では、従来、事業者が原子炉（以下「プラント」という）の停止中（定期

検査期間中）に任意で行ってきた自主点検を定期事業者検査として法的に位置付けた。定期事業
者検査に関し、経済産業省の定める技術基準への適合性の確認を義務付け、その実施体制・検査
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方法等について、（独）原子力安全基盤機構（以下「JNES」という）が審査（定期安全管理審
査）し、その結果に基づき国（原子力安全・保安院、以下「NISA」という）が総合的に評定を行
うこととした。定期検査は、電気事業法第54条で定めた特定重要電気工作物を対象として、事業
者が行う定期事業者検査にNISA（又はJNES）が立会い又は記録確認等により確認する検査と位
置づけられた。
 平成21年1月の改善では、従来の一律的な検査を見直して、事業者がプラントごとの特性を踏ま
え保全活動の実施体制、保全の対象となる機器・構築物の範囲、保全活動の実施計画を具体的に
記載したプログラム（保全プログラム）を基礎とする検査の導入が行なわれた。具体的には、高
経年化が進む中、プラントごとの特性を踏まえて事業者の個別機器の点検や補修等に係る保全活
動の充実を求め（保全計画書の事前届け出とレビューを義務づける）、プラントごとの保守管理
活動を保全計画の策定等を通じて充実強化し（適用可能な新技術を用いた運転中検査を義務づけ
る）、一律の検査からプラント毎の特性に応じたきめ細かい検査に移行すること（検査の間隔に
ついて、科学的・合理的根拠に基づく間隔として設定することが可能）などが新たに追加され
た。定期検査の間隔については、電気事業法施行規則第91条で定められ、定期検査が終了した日
以降、従来の13ヶ月を超えない時期から、13ヶ月を超えない時期、18ヶ月を超えない時期、24ヶ
月を超えない時期の3つの間隔について選択できることとなった（ただし、24ヶ月を超えない時期
については施行から5年後に導入される）。なお、特定重要電気工作物のうち、発電所又は発電設
備の設置の工事の後、定期検査を受けていないものにあっては、その運転が開始された日以降13
ヶ月を超えない時期とされた。
 また、定期事業者検査（定期安全管理審査）の期間について、これまで定期検査期間において
行われていたものが、運転中も含め定期検査開始から次の定期検査開始日の前日までの期間とな
った。事業者はプラントを停止して行う定期事業者検査を定期検査期間に実施する。
３．定期検査の実施計画
 プラントの運転期間（定期検査間隔）の設定は、事業者が希望する期間について （1）原子炉
等規制法による保安規定変更申請（原子炉運転期間の変更）及び（2）電気事業法による保安規定
変更届（保全計画の変更、技術評価書を添付）を取り纏め、定期検査の実施3ヶ月前に国に提出し
て以下の認可及び告示を受ける必要がある。
 （1）の保安規定の変更申請については、事業者は原子炉等規制法に基づき、定期事業者検査等
の対象機器・系統のそれぞれの機器を評価し、設定した点検間隔の中で、最短の点検間隔を基礎
として、これに燃料交換の間隔の評価を考慮した定期検査間隔を設定し、保安規定の変更認可と
して申請する。国は、定期検査等を通じて保全計画が科学的根拠をもって合理性があることなど
を審査し、妥当と判断すれば、18ヶ月を超えない時期、24ヶ月を超えない時期を、実質的なプラ
ントの定期検査間隔として認可する。
 （2）の保安規定の変更届（保全計画の変更）については、事業者は個々の点検項目について、
機器の点検間隔の評価を行い、プラントの定期検査間隔の設定に際しては、電気事業法に基づき
定期検査毎に点検を行う重要な機器について、点検及び検査の間隔を13ヶ月以上として問題がな
いか技術評価した結果を保安規定変更届に添付し届出する。国は届出された保全計画の妥当性を
確認し、当該プラントの定期検査間隔を「13ヶ月を超えない時期」、「18ヶ月を超えない時
期」、「24ヶ月を超えない時期」のいずれかに区分し、事業者に告示する。
 事業者は、定期検査の実施時期の策定に当たって、供給計画に基づく発電電気量の確保、電気
の需給バランス、燃料の燃焼度などを考慮する。また、定期検査期間の策定では、プラント停
止、燃料交換、プラント起動など標準的な作業を考慮した期間に加えて、定期検査及び定期事業
者検査の実施項目、長期保全計画に基づく特別な点検工事や大規模改造計画の有無、国内外のト
ラブルや運転経験の水平展開なども考慮する。
 なお、定期検査にあたっては、過去の作業実績の分析評価、工法の改善、要員の技能向上、点
検検査工具の改良開発、設備の改善などを行い、また、事前に資材の調達、要員の確保を図ると
ともに、具体的に詳細工程を作り工程管理を綿密に行うなど期間の短縮に努めている。
 さらに、放射線管理面から作業性（環境）、点検項目の自動化、遠隔化などの改善も図られて
いる。
４．定期検査の対象設備、検査内容及び期間
 定期検査の対象となる特定重要電気工作物は、電気事業法施工規則第89条及び第90条に以下の
ように定められ、同規則第90条の二に検査の内容（項目）が定められている（表１にBWRの定期
検査項目を、表２にPWRの定期検査項目を示す）。
 ・蒸気タービン本体及びその附属設備
 ・原子炉本体
 ・原子炉冷却系統設備
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 ・計測制御系統設備
 ・燃料設備
 ・放射線管理設備
 ・廃棄設備
 ・原子炉格納施設
 ・非常用予備発電装置
 ・発電所
 定期検査の項目について、原子炉本体に係る原子炉冷却材圧力バウンダリー及び主要構造物の
供用期間中検査（非破壊検査）、原子炉圧力容器本体の漏えい検査、燃料検査、原子炉の停止余
裕確認検査などはBWR、PWRに共通した検査であるが、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備
などに係る検査については炉型の違いにより検査項目に違いがある。
 BWRの系統概略図を図３に、定期検査の工程（参考）を図４に示す。またPWRの系統概略図を
図５に、定期検査の工程（参考）を図６に示す。
 定期検査の期間について、国内の実績（平均実績）を見ると、過去においては3〜4ヶ月程度で
あったが、ここ数年は5〜6ヶ月程度に増加してきている。定期検査における主な検査項目につい
て、NISA、JNESによる立会検査、記録確認検査等の検査区分についてBWRの場合の例を表３に
示す。
５．定期事業者検査（定期安全管理審査）
 事業者は発電の用に供する電気工作物（以下「特定電気工作物」という）について定期に事業
者検査を行い、電気事業法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確
認し、結果を記録し保存しなければならない（電気事業法第55条）となっている。また、事業者
は定期事業者検査の実施に係る体制（検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理、協力事業
者の管理、記録の管理、教育訓練）について、特定電気工作物の安全管理を旨とした審査（定期
安全管理審査）を受け、実施状況について適切な時期に抜き打ち又は事前通告により確認され
る。
 定期事業者検査の対象となる特定電気工作物は、電気事業法施行規則第94条第1項一の二及び第
2項により以下のように定められている。
 ・蒸気タービン本体及びその附属設備
 ・原子炉本体
 ・原子炉冷却系統設備
 ・計測制御系統設備
 ・燃料設備
 ・放射線管理設備
 ・廃棄設備
 ・原子炉格納施設
 ・排気塔
 ・補助ボイラー
 ・非常用予備発電装置
 定期検査期間に行われる定期事業者検査の内容は以下のとおり。
 1）分解点検及び手入れ
   機械品の経年劣化に関する健全性を把握するため、定期的にそれらを分解して目視等により
部品単位を検査するとともに、摺動部などの手入れやパッキン類などの消耗品の交換を行う。
 2）供用期間中検査
 機器や配管等の溶接部を中心に、経年劣化に関する健全性を計画的に確認するため供用期間中
検査計画を策定し、各種非破壊検査を実施する。
 3）構成・特性試験
  電気計装品（電子部品等により構成されるプロセス監視計器等）は出力校正・特性試験等を
実施してその健全性を確認するとともに、経時的なドリフト等の調整を行う。
 4）機能試験
  プラントの基本設計や詳細設計の段階において、系統あるいは機器に要求した機能・性能が
運転に入ってからも確保されていることを確認する。
（前回更新：2003年9月）

＜関連タイトル＞
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加圧水型原子炉（PWR） (02-01-01-02)
原子力発電所のタービン・発電機と付属設備 (02-02-02-06)
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